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事業概要

 我が国における更なるグリーンファイナンスの拡大に向けて、新たに導入できる可能性のあ
るグリーンファイナンスの手法やテクノロジー活用に関する課題整理、分析を通じて、構築
したスキーム等の事業化に向けた支援を行う。

 事業化に向けた支援対象には、事業者、金融機関、自治体、コンサルティング会社等を広く
応募。専門家への協力を踏まえたコンサルティング支援を通じた事業計画の構築、事業化へ
のサポートを実施。支援事業に対する情報公表などによる横展開を図る。

新たなグリーンファイナンス・スキーム構築支援

事業イメージ

グリーンプロジェクト導入に向けた、新たな金融手法・商品
（例）
・グリーンプロジェクトへの投資型クラウドファンディング
・環境版ソーシャル・インパクト・ボンド
・グリーン・証券化商品／ファンド
・テクノロジーの活用（フィンテック等）

再生可能
エネルギー

省エネ クリーンな運輸

生物多様性保全
自然資源の

持続可能な管理
汚染防止、管理

環境配慮製品、製造技術・プロセス
気候変動に
対する適応

ファイナンス・スキーム

スキーム案公募 事業化支援 情報展開

・環境省からスキーム案公募
・応募対象者

事業者、金融機関、自治体
コンサル など

・審査委員会による選定

・事業計画、事業化に向けた支援
・支援体制

コンサルティング会社、
専門家による助言等

・事業、支援内容に関する
レポート作成

・各種セミナー等での発表による
情報共有

多様なグリーンプロジェクト
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事例から学ぶESG地域金融のあり方

 我が国では間接金融による資金調達の割合が大きい。地域金融機関は地域の核とし
て、持続可能な経済・社会に貢献するESG地域金融への取組が期待される。

 「事例から学ぶESG地域金融のあり方」では、個別事例や組織の取組について、環
境や経済・社会へのインパクトを見える化した上で、ESG地域金融に継続的に取り
組んでいくためのあり方を体系化。

環境・社会にインパクトを及ぼす事業に対する
地域金融機関の取組事例

Ｅ
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ESG要素を考慮した
事業性評価のレベルアップ

「案件レベル」

地域金融機関自らの
ESG対応のレベルアップ

「組織レベル」

ESG地域金融の拡大に向けた
地域金融機関のあり方を整理

組織対応の事例紹介
• 組織や経営方針にESG金融やSDGsへの取組が浸透することに
より、継続的かつ包括的な取組に繋がっている。

個別案件の事例紹介

事業者への効果

環境への効果経済・社会への効果

地域金融機関

地域活性化
への効果

環境配慮に
よる効果

SDGs達成
への貢献

SDGs達成
への貢献

• 地域金融機関は融資先の取組を通じて、環境や経済・社会にイ
ンパクトを与えている。適切に評価することにより、貢献を見える化。

対象事例の価値向上に貢献

ESG要素の考慮を仕組み化

ノウハウの
蓄積・応用

地域金融機関による
ESG融資

環境・社会にインパクトのある
事業を支援

ノウハウの
蓄積・応用



支援先機関に対する案件組
成支援等を通じた、ESG要
素を考慮した事業性評価の
プロセス構築等の検討支援
を実施
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ESG金融懇談会提言（抜粋）

 地域における持続可能な社会・経済づくりを更に拡大するため、地域金融機関には、地域の
特性に応じたESG要素に考慮した金融機関としての適切な知見の提供やファイナンス等の必要
な支援（ESG地域金融）が期待される。

 地域金融機関は、地方自治体等と連携しながら、ビジネスにつながる可能性をもった地域の
ESG課題を積極的に掘り起こし、ファイナンスに関する豊富なノウハウを活かして、その新た
な事業構築に関与・協力していくことが求められる。

 ESG地域金融は、地域の持続可能性を高めると同時に、地域金融の収益基盤の確保に資する。

ＥＳＧ地域金融促進事業

事業イメージ

STEP

１
有望なグリーンプロジェ
クト等の地域の市場調査、
グリーンプロジェクト等
の将来性・利益性の掘り
起こしを実施

全国の地域
金融機関へ
横展開

STEP

２
STEP

３

（平成31年度新規予算）

委託
国 コンサル

(事務局)

金融機関
（支援先機関）
※公募により
8機関選定予定地域コンサル

再委託(必要に応じて)

支援

支援



地域ESG融資促進利子補給事業

民間資金による地球温暖化対策の促進、
地域循環共生圏の創出

① ESG融資目標設定型

融
資
先
事
業
者

地域循環共生圏の
創出に資する

低炭素事業へ融資

（補助率）
定額

補助金

（利子補給率）
年利１％を限度

利子補給金

金融機関
（間接補助事業者）

国
民間団体

（補助事業者）

低炭素事業 CO2削減に係る
野心的な目標設定
・計画策定を支援

金融
機関

“E”に着目したインパクトのある
地域ESG融資の促進

コンソーシアム

内での知見・

情報の共有

金融

機関

金融

機関

地方公

共団体

EMS

事務局

② CO2削減目標設定支援型

低炭素事業

低炭素事業

低炭素事業

低炭素事業

地域循環共生圏の
創出に資する

低炭素事業へ融資

“E”に着目したESG融資に
関する数値目標を設定

利子補給（年利１％を上限）
⇒（貸付金利－上記年利）の金利優遇

利子補給（年利１％を上限）
⇒（貸付金利－上記年利）の金利優遇

 地域金融機関が取り組む環境配慮型の融資等について、形骸化したものとならないように適切に後押しす
る上で、利子補給制度といった施策は、融資先の企業のESG経営や環境・社会事業の取組を促進する観点
と、地域金融機関のESG融資を促進する観点の両面から有効。

ESG金融懇談会提言（抜粋）

 地域循環共生圏の創出に資する低炭素事業へのESG融資に対して利子補給を行う。

※ 具体的には、環境・社会へインパクトをもたらす事業に対するESG融資であって、地方公共団体が地域
循環共生圏の創出に向けて作成する計画のほか、温対法に基づく地方公共団体実行計画や、温暖化対策、
地域活性化等を目的とする条例等と整合する再エネ・省エネ設備投資に対する融資が対象となる。

事業イメージ

（平成31年度新規予算）
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利子補給金は、交付対象
ESG融資の利子に充当


